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○北杜市みずがき湖ビジターセンター条例 

平成１７年１０月７日 

条例第８８号 

改正 平成２３年７月１日条例第１７号 

北杜市立みずがき湖ビジターセンター条例（平成１６年北杜市条例第２２０号）

の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 県内外からの来訪者に自然豊かな北杜市の観光、歴史、文化、産業等を広

く紹介し、インフォメーションセンターとしての機能を果たすため、北杜市みず

がき湖ビジターセンター（以下「ビジターセンター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 ビジターセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 みずがき湖ビジターセンター 

位置 北杜市須玉町比志３７３０番地３ 

（管理） 

第３条 ビジターセンターの管理は、市長が行う。 

（職員） 

第４条 ビジターセンターに必要な職員を置くことができる。 

（営業時間） 

第５条 ビジターセンターの営業時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長

が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

(１) ５月から１０月までの期間 午前９時から午後６時まで 

(２) １１月から翌年４月までの期間 午前１０時から午後５時まで 

（休業日） 

第６条 ビジターセンターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が

必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。 

(１) 火曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「休日」という。）である場合を除く。） 

(２) 休日の翌日（この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。） 
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(３) １２月２８日から翌年の１月７日まで 

（指定管理者による管理） 

第７条 ビジターセンターの管理は、第３条の規定にかかわらず、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体

であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることが

できる。 

２ 前項の規定によりビジターセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第

５条及び第６条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、

あらかじめ市長の承認を得て営業時間、休業日を変更し、又は臨時に開館し、若

しくは休館することができる。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第８条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。 

(１) ビジターセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、ビジターセンターの運営に関して市長が必要と

認める業務 

（損害賠償） 

第９条 ビジターセンターを利用する者は、ビジターセンターの建物、設備その他

附属物に損傷又は滅失が生じたときは、その損害額を賠償しなければならない。

ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額を減額し、又は

免除することができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に、この条例による改正前の北杜市立みずがき湖ビジターセ

ンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改
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正後の北杜市みずがき湖ビジターセンター条例の相当規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２３年７月１日条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


